
・検査の性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること（偽陰性）や、感染していないのに結果が陽性になること（偽陽性) があります。＜検査結果が陽性となった場合＞・症状の有無にかかわらず、医師の判断により分娩⽅法の変更や帝王切開、計画分娩になる場合があります。・症状の有無にかかわらず、感染防止の観点から⼊院中の⾯会および分娩時の⽴ち会いが制限される場合があります。また、分娩後に一定期間、⺟⼦分離（お⺟さんと⾚ちゃんが別室での管理となり、赤ちゃんに触れたり、授乳することができない）となる場合があります。その他、保健所の指示に従っていただき、ご家族等も含め生活が制限される場合があります。・本検査結果等につきましては、奈良県・奈良市・各保健所等に報告させていただくことになります。
ウイルス検査の実施にあたっては、下記内容をご覧になり、妊婦健診受診医療機関にご相談ください。

対 象 （以下の全てにあてはまる方） 相談先・分娩予定日から概ね４週間以内の妊婦の方・発熱などの感染を疑う症状がない方・住所地が奈良県内にある⽅、もしくは住所地が県外にある⽅で、⾥帰り分娩のため奈良県内の医療機関で分娩するため県内の実家等に在住している方・検査に係る事前説明を受けた上で、検査を希望する方 妊婦健診を受けている奈良県内の医療機関

「検査申込書」を主治医に提出

※発熱などの症状のある方や無症状でも医師より検査が必要と判断された方は、本検査の対象ではなく、新型コロナ・発熱患者受診相談窓口などに相談のうえ、感染症法に基づく検査（⾏政検査）を受けていただくこととなります。
検査を希望する妊婦の方は、新型コロナウイルスの検査ができます。

訪問や電話相談などで

相談先︓妊婦健診受診医療機関
＜検査結果が陽性になると＞症状の有無にかかわらず、奈良県が指定した医療機関への⼊院となります。

新型コロナウイルスに感染していたらどうしよう…症状はないけど、 検査を受けてみたいなあ。■検査までのフローチャート

検査結果が陽性となった方は、希望に応じて、助産師などによる相談支援を受けることができます。（詳しくは裏⾯参照）
検査場所︓妊婦健診受診医療機関検査⽅法︓唾液、または鼻から綿棒を入れて鼻の奥から採取した粘液の検査

奈良県在住の奈良県在住の奈良県在住の奈良県在住の

◆奈良県在住の方（奈良市を除く）【問い合わせ先】
奈良県医療政策局健康推進課〒630-8501 奈良市登大路町30番地（０７４２）２７－８６６１ ◆奈良市在住の方【問い合わせ先】

奈良市健康医療部母子保健課〒630-8122 奈良市三条本町13番1号（０７４２）３４－１９７８

奈良県内産婦⼈科医療機関 受診者用


